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古
代
の
皇
位
継
承
に
お
け
る
神
璽
に
つ
い
て
の
試
論

　
　

小
林
宣
彦

　
　
　

は
じ
め
に

　

現
在
、
天
皇
の
即
位
に
伴
う
儀
礼
は
、
剣
璽
等
承
継
の
儀
・
即
位
式
・

大
嘗
祭
が
中
心
で
あ
る
。
近
世
ま
で
、
即
位
に
関
す
る
儀
式
の
天
皇
の
装

束
は
、
即
位
式
で
は
袞
冕
十
二
章
を
着
し
、
大
嘗
祭
で
は
祭
服
や
帛
衣
を

用
い
た
。
即
位
式
は
唐
風
装
束
で
あ
り
、
大
嘗
祭
は
神
事
装
束
で
あ
る
。

公
的
文
書
に
は
漢
文
が
用
い
ら
れ
た
よ
う
に
、
即
位
式
の
装
束
が
唐
風
で

あ
っ
た
こ
と
は
理
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
即
位
式
の
成
立
に
つ
い
て
は
、

即
位
式
は
中
国
大
陸
の
儀
礼
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
理

解
が
あ
る
。
即
位
式
や
元
日
朝
賀
儀
で
は
、
ど
ち
ら
も
高
御
座
に
出
御
し

た
天
皇
を
群
臣
が
四
拝
に
よ
っ
て
拝
礼
す
る
。
四
拝
は
日
本
固
有
の
儀
礼

で
あ
り
、
古
来
の
伝
統
的
儀
礼
を
継
承
し
て
即
位
式
や
元
日
朝
賀
式
が
成

立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

（
（

。
そ
の
様
式
が
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
前

半
に
か
け
て
唐
風
化
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
神
事
装
束
を
用
い
る

大
嘗
祭
は
、
伝
統
的
価
値
観
を
重
視
し
て
儀
礼
が
行
な
わ
れ
た
。

　

右
は
一
つ
の
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
儀
礼
の
成
立
も
し
く
は
変
遷
の
背
景

に
は
、
あ
る
種
の
理
念
や
価
値
観
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
。

よ
っ
て
、
皇
位
継
承
儀
礼
の
背
景
に
あ
る
理
念
や
価
値
観
を
考
究
す
る
こ

と
で
、
儀
礼
の
成
立
や
変
遷
を
よ
り
明
ら
か
に
で
き
な
い
か
、
と
い
う
の
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が
本
論
考
の
目
的
で
あ
る
。
紙
数
の
制
限
も
あ
り
、
皇
位
継
承
儀
礼
を
広

く
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
現
在
で
は
「
剣
璽
等
承
継
の

儀
」
と
称
さ
れ
る
神
璽
継
承
儀
礼
を
取
り
上
げ
、
考
察
を
試
み
た
い
。

　

神
璽
は
、神
代
に
由
来
を
持
つ
と
さ
れ
、「
三
種
の
神
器
」と
称
さ
れ
る
。

現
在
で
は
、皇
位
継
承
に
不
可
欠
の
レ
ガ
リ
ア
と
い
う
位
置
付
け
で
あ
る
。

こ
の
神
璽
を
継
承
す
る
儀
礼
は
、
嘗
て
は
「
剣
璽
渡
御
の
儀
」
と
称
さ
れ
、

皇
位
継
承
に
お
け
る
重
儀
と
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
古
代
に
お
い
て
「
神
祇
令
」
と
「
践
祚
大
嘗
祭
式
」
を
比
較

す
る
と
、
前
者
で
は
「
践
祚
之
日
」
に
神
璽
奉
献
が
行
な
わ
れ
る
の
に
対

し
て
、
後
者
で
は
「
大
嘗
祭
辰
日
」
に
神
璽
が
奉
献
さ
れ
る
。
ま
た
、
九

世
紀
半
ば
か
ら
は
、
践
祚
の
際
に
「
天
子
神
璽
」
が
新
帝
に
奉
ら
れ
た
と

国
史
に
記
さ
れ
る
。
令
や
式
で
は
神
璽
奉
献
の
奉
仕
者
は
「
忌
部
」
と
規

定
さ
れ
る
が
、
天
子
神
璽
や
宝
剣
を
奉
る
の
は
「
公
卿
」
な
ど
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
は
神
璽
が
登
場
す
る
儀
礼
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
が
、
果
た
し

て
一
貫
し
た
理
念
や
価
値
観
に
基
づ
い
た
儀
礼
と
捉
え
て
よ
い
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

本
論
考
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
対
し
て
、
神
璽
の
性
格
に
つ
い
て
考

察
を
試
み
た
い
。

　
　
　

一
、
即
位
に
お
け
る
神
璽
の
儀
礼

　

先
ず
は
、
次
の
「
神
祇
令
」
践
祚
条
か
ら
、
即
位
に
お
け
る
神
璽
奉
献

儀
礼
を
確
認
し
た
い
。

　
　

凡
践
祚
之
日
。
中
臣
奏
二
天
神
之
寿
詞
一。
忌
部
上
二
神
璽
之
鏡
剣
一。

　

義
解
説
・
令
釈
・
古
記
・
跡
記
い
ず
れ
も
「
践
祚
」
を
「
即
位
」
と
解

し
て
お
り
、
右
は
即
位
儀
礼
の
一
と
解
さ
れ
る
。「
践
祚
之
日
」
の
解
釈

に
つ
い
て
は
、
井
上
光
貞
が
、
後
述
す
る
持
統
紀
の
即
位
記
事
と
の
比
較

か
ら
、「
先
帝
の
崩
御
ま
た
は
譲
位
の
と
き
の
儀
式
を
定
め
た
も
の
」
で

は
な
く
、「
お
そ
く
も
律
令
時
代
に
は
崩
御
ま
た
は
譲
位
の
後
、
時
を
経

て
即
位
儀
と
よ
ば
れ
る
儀
式
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
と
き
の
儀
式
を

定
め
た
も
の
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る（

（
（

。
従
う
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
と

思
う
。

　

ま
た
「
神
璽
之
鏡
剣
」
と
あ
る
の
は
、「
神
璽
で
あ
る
鏡
・
剣
」
と
解

釈
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
義
解
説
で
は
、「
璽
は
信
な
り
。

な
お
神
明
の
徴
信
を
云
う
が
ご
と
し
。
こ
れ
す
な
わ
ち
鏡
・
剣
を
以
て
璽

と
称
す
」
と
あ
る
か
ら
、
神
璽
を
「
し
る
し
、
あ
か
し
、
証
拠
の
品
」
と
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す
る
解
釈
で
あ
ろ
う
。「
後
宮
職
員
令
」
に
よ
れ
ば
神
璽
を
管
理
す
る
の

は
蔵
司
の
尚
蔵
で
あ
る
と
す
る（

（
（

。

　

神
璽
奉
献
儀
礼
の
明
確
な
初
見
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
持
統

天
皇
の
即
位
記
事
で
あ
る
。

　

◯
『
日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
四
年
（
六
九
三
）
春
正
月
戊
寅
朔
条

　
　

�

物
部
麿
朝
臣
樹
二
大
盾
一。
神
祇
伯
中
臣
大
嶋
朝
臣
読
二
天
神
寿
詞
一。

畢
忌
部
宿
禰
色
夫
知
奉
二

‒
上
神
璽
剣
鏡
於
皇
后
一。
皇
后
即
二
天
皇
位
一。

公
卿
百
寮
羅
列
。
匝
拝
而
拍
レ
手
焉
。

　

右
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
物
部
麻
呂
朝
臣
が
大
楯
を
た
て
、
神
祇
伯
で
あ

る
中
臣
大
嶋
朝
臣
が
天
神
寿
詞
を
読
み
、
忌
部
宿
禰
色
夫
知
が
神
璽
で
あ

る
剣
と
鏡
を
「
皇
后
（
＝
持
統
）」
に
奉
献
し
た
と
あ
る
。
そ
し
て
、
天

皇
と
し
て
即
位
し
、
公
卿
と
百
寮
の
官
人
は
羅
列
し
て
、
あ
ま
ね
く
拝
を

し
て
手
を
拍
っ
た
と
あ
る
。

　
「
神
祇
令
」
践
祚
条
と
持
統
紀
が
関
連
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
忌
部
氏

に
よ
る
神
璽
の
奉
献
は
、
井
上
光
貞
が
指
摘
す
る
通
り
、
公
卿
・
百
寮
を

一
堂
に
会
し
て
天
皇
が
か
れ
ら
の
朝
拝
を
う
け
る
即
位
儀
と
し
て
規
定
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

次
に
、
平
安
初
期
に
成
立
す
る
『
儀
式
』
巻
第
五
「
譲
国
儀
」
を
確
認

し
た
い
。「
譲
国
儀
」
は
譲
位
儀
を
規
定
し
た
も
の
で（

（
（

、
剣
璽
渡
御
儀
礼

と
密
接
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、少
し
長
い
が
次
に
引
用
す
る
。

　
　

�

天
皇
預
去
二
本
宮
一、百
官
従
遷
二
於
御
在
所
一、
前
三
日
遣
下
固
二
諸
関
一

使
上、〈
造
二
勅
符
・
官
符
・
木
契
一
及
緘
封
等
、
別
有
二
其
儀
一、〉
当
日

平
旦
、
太
政
官
召
二
式
部
省
一、
仰
下
可
レ
令
レ
集
二
会
刀
禰
一
之
状
上、
大

臣
召
二
内
記
一、
令
レ
作
二
譲
位
宣
命
一、
訖
先
以
二
草
案
一、
就
二
内
侍
一
奏

覧
、〈
若
有
下
可
二
損
益
一
者
上、
拠
二
勅
処
分
一、〉
返
賜
、
大
臣
復
二
本

所
一、
令
レ
書
二
黄
紙
一、
挿
二
於
書
杖
一
祗
候
、
式
部
置
二
親
王
以
下
行

立
版
一、
中
務
置
二
宣
命
版
於
尋
常
版
北
一、
諸
衛
服
二
中
儀
一、
主
殿
寮

御
輿
候
二
便
所
一、
式
部
計
二
列
百
官
人
於
南
門
外
一、〈
参
議
以
上
候
二

門
内
一、〉
皇
帝
御
二
南
殿
一、
内
侍
臨
檻
喚
二
大
臣
一、
大
臣
称
唯
、
執
二

宣
命
文
一、
及
定
下
堪
二
宣
命
一
参
議
已
上
上
付
二
内
侍
一、
内
侍
執
レ
之
奏

覧
、
大
臣
立
候
二
階
下
一、
皇
太
子
出
レ
坊
、
入
就
二
殿
上
座
一、
次
大
臣

亦
升
就
レ
座
、
左
右
近
衛
将
曹
各
一
人
、
率
二
近
衛
各
二
人
一
開
二
南

門
一、
大
臣
喚
二
舎
人
一、
及
親
王
已
下
参
入
等
儀
如
レ
常
、〈
親
王
已
下
・

五
位
以
上
列
二
門
内
一、六
位
以
下
列
二
門
外
一、〉
立
定
大
臣
喚
二
宣
命
大

夫
一、
授
二
宣
命
文
一、
受
レ
之
下
レ
殿
、
蹔
立
二
便
所
一、〈
侍
三
大
臣
下
レ

殿
就
二
庭
中
列
一、〉
大
臣
下
二
同
階
一、
就
二
庭
中
列
一、
爰
宣
命
大
夫
進

就
レ
版
、
皇
太
子
起
レ
座
而
立
、
宣
命
大
夫
宣
制
曰
、
明
神
止
大
八
洲
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国
所
レ
知
、
天
皇
我
御
命
良
萬
等

詔
賜
大
命
乎
、
親
王
等
・
王
等
・
臣
等
・

百
官
乃
人
等
・
天
下
公
民
衆
聞
食
止
宣
、
親
王
已
下
称
唯
再
拝
、〈
臨

時
宣
命
无
レ
有
二
定
詞
一、〉
大
臣
已
下
称
唯
拝
舞
、
訖
宣
命
大
夫
還
就

二
本
列
一、
次
親
王
已
下
退
出
、
次
中
務
丞
参
入
、
取
レ
版
退
出
、
近

衛
閉
レ
門
、
訖
今
帝
下
レ
自
二
南
階
一、
去
レ
階
一
許
丈
拝
舞
、
訖
歩
行

帰
到
、内
侍
持
二
節
剣
一
追
従
、所
司
供
二
奉
御
輿
一、皇
帝
辞
而
不
レ
駕
、

衛
陣
警
蹕
、
少
納
言
一
人
率
二
大
舎
人
等
一、
持
二
伝
国
璽
櫃
一
追
従
、

次
少
納
言
一
人
率
二
大
舎
人
・
闈
司
等
一、
持
二
鈴
印
鑰
等
一、
進
二
於
今

上
御
所
一、
次
近
衛
少
将
率
二
近
衛
等
一、
持
二
供
御
雑
器
一
進
二
同
所
一、

訖
今
上
御
二
春
宮
坊
一、
諸
衛
警
蹕
・
侍
衛
如
レ
常
、　
（
※
〈　

〉
内

は
註
記
、
傍
線
は
筆
者
）

　

右
に
よ
れ
ば
、
宣
命
大
夫
が
宣
命
を
読
ん
だ
後
、
内
侍
は
「
節
剣
」
を

持
っ
て
、
少
納
言
は
大
舎
人
を
率
い
て
「
伝
国
璽
櫃
」
を
持
っ
て
、
新
帝

に
追
従
す
る
。
特
に
傍
線
部
で
は
、
宣
命
奉
読
の
前
後
で
「
皇
太
子
」
は

「
帝
」
と
記
さ
れ（

（
（

、
新
帝
に
剣
と
璽
が
従
う
と
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

剣
と
璽
の
継
承
儀
の
初
見
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
桓
武
天
皇

崩
御
後
の
記
事
で
あ
る
。

　

◯
『
日
本
後
紀
』
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
三
月
辛
巳
条

　
　

�

有
レ
頃
天
皇
崩
二
於
正
寝
一。
春
秋
七
十
。
皇
太
子
哀
号
擗
踊
。
迷
而

不
レ
起
。
参
議
従
三
位
近
衛
中
将
坂
上
大
宿
禰
田
村
麻
呂
。
春
宮
大

夫
従
三
位
藤
原
朝
臣
葛
野
麻
呂
固
請
扶
下
レ
殿
。
而
遷
二
於
東
廂
一。

次
璽
并
剣
櫃
奉
二
東
宮
一。
近
衛
将
監
従
五
位
下
紀
朝
臣
縄
麻
呂
。
従

五
位
下
多
朝
臣
入
鹿
相
副
従
レ
之
。

　

右
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
桓
武
天
皇
が
崩
御
し
た
後
、「
東
宮
（
＝
平
城
）」

は
内
裏
の
正
殿
の
母
屋
か
ら
東
廂
に
移
り
、「
璽
并
剣
櫃
」
が
奉
ら
れ
て

い
る
。
従
う
の
は
近
衛
将
監
二
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
記
事
は
崩
御
後
の
儀

で
あ
り
、
譲
位
と
は
異
な
る
も
の
の
、
剣
と
璽
が
速
や
か
に
移
動
し
て
い

る
点
は
「
譲
国
儀
」
と
同
様
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、「
神
祇
令
」践
祚
条
と『
日
本
書
紀
』（
持
統
天
皇
即
位
記
事
）、

「
譲
国
儀
」
と
『
日
本
後
紀
』（
桓
武
天
皇
崩
御
記
事
）
を
見
比
べ
て
み
た

い
。
す
る
と
両
者
に
は
、
幾
つ
か
の
相
違
点
が
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ

る
。
そ
れ
ら
を
ま
と
め
た
の
が
次
の
表
１
で
あ
る
。



國學院雜誌　第 120 巻第 11 号（2019年） ― 8（ ―
　

ま
ず
新
帝
に
奉
献
さ
れ
る
の
は
、「
神
祇
令
」・『
日
本
書
紀
』（
後
、
①
）

で
は
「
鏡
と
剣
」
で
あ
り
、「
譲
国
儀
」・『
日
本
後
紀
』（
後
、
②
）
の
「
剣

と
璽
」
と
は
違
い
が
あ
る
。
な
お
、「
譲
国
儀
」
に
あ
る
「
伝
国
璽
」
と
は
、

『
小
右
記
』
の
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
正
月
二
十
二
日
に
「
伝
国
璽
不

知
何
物
、
仍
尋
其
事
、
天
長
十
年
記
見
大
刀
契
」
と
記
載
が
あ
り
、「
大

刀
契
」
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
平
安
時
代
に
、
大
刀
・
節
刀
・
符
節
（
関

契
等
）
が
櫃
に
納
め
ら
れ
て
大
刀
契
と
称
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
天
皇
権

を
行
使
す
る
た
め
の
重
器
で
あ
っ
た
。
次
の
表
２
は
、
九
世
紀
に
お
け
る

皇
位
継
承
に
伴
う
重
器
の
移
動
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、「
天
子
神

璽
」・「
天
子
璽
綬
」・「
宝
剣
」・「
符
節
（
関
契
な
ど
）」・「
鈴
（
駅
鈴
）」・「
印

（
内
印
）」・「
璽
印
櫃
」・「
神
鏡
」
な
ど
の
重
器
が
、
譲
位
時
も
し
く
は
崩

御
後
に
移
動
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。『
小
右
記
』
の
通
り
伝
国
璽
を

大
刀
契
と
解
釈
す
る
と
、
伝
国
璽
は
大
刀
・
節
刀
・
符
節
を
意
味
す
る
こ

と
に
な
る
か
ら
、
表
２
の
「
宝
剣
」
や
「
符
節
」
に
対
応
す
る
こ
と
に
な

る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
重
器
の
中
の
「
天
子
神
璽
」
と
は
何
を
指
す
の

表
１
【「
神
祇
令
」
と
「
譲
国
儀
」】

①
「
神
祇
令
」・『
日
本
書
紀
』
②
「
譲
国
儀
」・『
日
本
後
紀
』（
後
紀
）

奉
献
品

神
璽
（
鏡
・
剣
）

節
剣
・
伝
国
璽
櫃
・
鈴
印
鑰
・
供
御
雑
器

※
後
紀
で
は
璽
并
剣
櫃

奉
献
者

忌
部

内
侍
、
追
従
（
節
剣
）

少
納
言
、
追
従
（
伝
国
璽
櫃
）

少
納
言
、
今
上
御
所
に
進
（
鈴
印
鑰
）

近
衛
少
将
、
今
上
御
所
に
進
（
供
御
雑
器
）

※
後
紀
で
は
近
衛
将
監
が
副
従

奏
上
儀
礼
中
臣
、
天
神
之
寿
詞
を
奏
す

宣
命
大
夫
、
宣
制

参
加
者

公
卿
・
百
寮
、
羅
列
・
拝
・

拍
手

親
王
・
王
・
臣
・
百
官

備
考

物
部
、
大
楯
を
樹
つ

表
２
【
九
世
紀
中
の
皇
位
継
承
に
伴
う
重
器
の
移
動
】

皇
位
の
継
承

西
暦

重
器
の
移
動

桓
武
天
皇
（
崩
）

→
平
城
天
皇

八
〇
六

璽
并
剣
櫃
奉
二
東
宮
一。（
後
紀
）

仁
明
天
皇
（
崩
）

→
文
徳
天
皇

八
五
〇

賷
二
天
子
神
璽
宝
剣
符
節
鈴
印
等
一。奉
二
於
皇
太
子
直
曹
一。

（
続
後
紀
）

献
二
天
子
神
璽
宝
剣
符
節
鈴
印
等
一。（
文
実
）

文
徳
天
皇
（
崩
）

→
清
和
天
皇

八
五
八

令
レ
賷
二
璽
印
櫃
等
一。
奉
レ
入
二
直
曹
一。（
文
実
）

奉
二
天
子
神
璽
宝
剣
節
符
鈴
印
等
於
皇
太
子
直
曹
一。（
三

実
）

清
和
天
皇
（
譲
）

→
陽
成
天
皇

八
七
六

皇
太
子
受
二
天
子
神
璽
宝
剣
一。
御
二
鳳
輦
一。
帰
二
於
東
宮
一。

文
武
百
官
扈
従
如
二
常
儀
一。（
三
実
）

陽
成
天
皇
（
譲
）

→
光
孝
天
皇

八
八
四

天
皇
在
二
東
二
條
宮
一。
親
王
公
卿
奉
二
天
子
璽
綬
神
鏡
宝

剣
等
一。
天
皇
再
三
辞
譲
。
曾
不
二
肯
受
一。（
三
実
）

光
孝
天
皇
（
崩
）

→
宇
多
天
皇

八
八
七

太
政
大
臣
率
二
諸
公
卿
一。
令
レ
賷
二
天
子
神
璽
宝
剣
等
一。

奉
二
皇
太
子
直
曹
一。（
紀
略
）

※�

後
紀（『
日
本
後
紀
』）、続
後
紀（『
続
日
本
後
紀
』）、文
実（『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』）、

三
実
（『
日
本
三
代
実
録
』）、
紀
略
（『
日
本
紀
略
』）
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で
あ
ろ
う
か
。「
公
式
令
」
に
は
、
天
子
神
璽
は
内
印
や
外
印
な
ど
と
共

に
記
載
さ
れ
て
お
り
、「
謂
。
践
祚
之
日
寿
璽
。
宝
而
不
用
。（
践
祚
に
際

し
て
用
い
ら
れ
る
寿
璽
で
あ
り
、
宝
物
で
あ
っ
て
実
用
さ
れ
な
い
）」
と

解
さ
れ
て
い
る
。
天
子
神
璽
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
神
祇
令
」
に
規
定
さ
れ

る
践
祚
の
日
に
奉
ら
れ
る
神
璽
（
鏡
・
剣
）
と
す
る
説
や
、
三
種
の
神
器

の
一
つ
で
あ
る
「
八
尺
瓊
勾
玉
」
と
す
る
研
究
が
あ
る（

（
（

。「
公
式
令
」
の

天
子
神
璽
を
「
鏡
・
剣
」
と
す
る
と
、
他
の
印
と
併
記
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
違
和
感
が
あ
る
の
だ
が
、
表
２
の
天
子
神
璽
を
「
印
も
し
く
は
玉
」

と
解
釈
す
る
と
、
三
種
の
神
器
の
一
つ
と
さ
れ
る
鏡
が
践
祚
時
に
登
場
し

な
い
こ
と
に
な
る
。「
譲
国
儀
」
で
も
鏡
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
な
い
の

だ
が
、
表
２
を
見
る
と
、
陽
成
天
皇
か
ら
光
孝
天
皇
へ
の
譲
位
（『
日
本

三
代
実
録
』
元
慶
八
年
二
月
四
日
乙
未
条
）
の
際
に
は
「
天
子
璽
綬
・
神

鏡
・
宝
剣
」
と
記
さ
れ
、
鏡
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
天
子
璽
綬
の
詳
細

は
不
明
で
あ
る
が
、
璽
綬
は
ふ
つ
う
「
印
と
組
紐
」
と
解
さ
れ
る
。
つ
ま

り
、「
天
子
璽
綬
・
神
鏡
・
宝
剣
」
は
、「
印
も
し
く
は
玉
・
鏡
・
剣
」
の

い
わ
ゆ
る
三
種
の
神
器
に
対
応
す
る
セ
ッ
ト
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

表
２
で
は
、
他
の
践
祚
で
「
天
子
神
璽
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は

鏡
の
記
載
が
無
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
践
祚
で
奉
ら
れ
る
天
子
神
璽
は
、

印
も
し
く
は
玉
と
鏡
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る（

7
（

。

　

ま
た
、表
１
の
①
と
②
の
比
較
で
は
、「
神
祇
令
」は
神
璽
が「
し
る
し
・

あ
か
し
」と
し
て
新
帝
に
奉
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、「
譲
国
儀
」は「
節
剣
」・

「
伝
国
璽
櫃
」・「
鈴
印
鑰
」
な
ど
「
天
皇
権
を
行
使
す
る
た
め
の
重
器
」

が
新
帝
に
移
る
儀
礼
で
あ
る
。
こ
れ
は
奉
献
者
に
も
違
い
が
あ
り
、
①
は

祭
祀
氏
族
で
あ
る
忌
部
氏
が
奉
る
の
に
対
し
て
、
②
で
は
内
侍
・
少
納
言

な
ど
が
持
っ
て
追
従
す
る
。
そ
も
そ
も
、
忌
部
氏
に
よ
る
神
璽
の
奉
献
は

「
神
祇
令
」
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
神
事
儀
礼
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、「
譲
国
儀
」
は
神
事
儀
礼
的
要
素
が
薄
い
よ
う

に
思
わ
れ
る（

8
（

。
こ
の
両
者
の
儀
礼
の
背
景
に
あ
る
理
念
や
価
値
観
を
同
一

の
も
の
と
捉
え
て
よ
い
の
か
、
次
節
で
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　

二
、
持
統
天
皇
の
即
位
儀
の
検
討

　

即
位
に
お
け
る
神
璽
の
奉
献
を
神
事
儀
礼
と
考
え
る
と
、
持
統
天
皇
の

即
位
記
事
の
儀
礼
も
神
事
的
意
味
合
い
が
強
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
次

の
表
３
は
、
持
統
天
皇
の
即
位
儀
礼
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

表
３
【
持
統
天
皇
の
即
位
に
お
け
る
儀
礼
】

儀
礼

奉
仕
者

ａ

大
楯
を
た
て
る

物
部
朝
臣
麿

ｂ

天
神
寿
詞
を
読
む

神
祇
伯
中
臣
大
嶋
朝
臣

ｃ

神
璽
の
鏡
・
剣
を
奉
る

忌
部
宿
禰
色
夫
知

ｄ

拝
・
拍
手

公
卿
・
百
寮
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表
３
の
う
ち
、
ｂ
と
ｃ
は
奉
仕
氏
族
が
「
神
祇
令
」
の
規
定
と
合
致
し

て
お
り
、
神
事
儀
礼
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ｄ
は
日
本
固
有
の
儀
礼
で

あ
っ
て
も
、
神
事
儀
礼
と
判
断
す
る
の
は
難
し
い
。
ａ
に
つ
い
て
は
、
次

の
Ａ
～
Ｈ
の
史
料
か
ら
判
断
し
て
み
た
い
。

　

Ａ�

『
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
二
年
（
六
九
八
）
十
一
月
己
卯
条

　
　

�

大
嘗
。
直
広
肆
榎
井
朝
臣
倭
麻
呂
竪
二
大
楯
一、
直
広
肆
大
伴
宿
禰
手

拍
竪
二
楯
桙
一。
賜
二
神
祇
官
人
及
供
レ
事
尾
張
・
美
濃
二
国
郡
司
百
姓

等
物
一
各
有
レ
差
。

　

Ｂ�

『
続
日
本
紀
』
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
十
一
月
己
卯
条

　
　

�

大
嘗
。
備
前
国
為
二
由
機
一、
播
磨
国
為
二
須
機
一。
従
五
位
下
石
上
朝

臣
勝
男
・
石
上
朝
臣
乙
麻
呂
、
従
六
位
上
石
上
朝
臣
諸
男
、
従
七
位

上
榎
井
朝
臣
大
嶋
等
、
率
二
内
物
部
一、
立
二
神
楯
於
斎
宮
南
北
二
門
一。

　

Ｃ
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
四
年
（
七
四
二
）
春
正
月
丁
未
朔
条

　
　

�

百
官
朝
賀
。為
二
大
極
殿
未
一レ
成
、権
造
二
四
阿
殿
一。於
レ
此
受
レ
朝
焉
。

石
上
・
榎
井
両
氏
、
始
樹
二
大
楯
槍
一。

　

Ｄ
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
六
年
三
月
甲
戌
条

　
　

石
上
・
榎
井
二
氏
、
樹
二
大
楯
槍
於
難
波
宮
中
外
門
一。

　

Ｅ
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
七
年
春
正
月
己
未
朔
条

　
　

�

廃
レ
朝
。
乍
遷
二
新
京
一、
伐
レ
山
開
レ
地
、
以
造
二
宮
室
一。
垣
墻
未
レ
成
、

繞
以
二
帷
帳
一。
令
三
兵
部
卿
従
四
位
上
大
伴
宿
禰
牛
養
・
衛
門
督
従

四
位
下
佐
伯
宿
禰
常
人
樹
二
大
楯
槍
一。〈
石
上
・
榎
井
二
氏
、
倉
卒

不
レ
及
二
追
集
一。
故
令
二
二
人
為
一レ
之
。〉　
（
※
〈　

〉
は
註
記
）

　

Ｆ
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
七
年
六
月
庚
子
条

　
　

是
日
。
樹
二
宮
門
之
大
楯
一。

　

Ｇ�

『
続
日
本
紀
』
宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
十
一
月
癸
卯
条

　
　

�

御
二
太
政
官
院
一、
行
二
大
嘗
之
事
一。
参
河
国
為
二
由
機
一、
因
幡
国
為
二

須
岐
一。
参
議
従
三
位
式
部
卿
石
上
朝
臣
宅
嗣
・
丹
波
守
正
五
位
上

石
上
朝
臣
息
嗣
・
勅
旨
少
輔
従
五
位
上
兼
春
宮
員
外
亮
石
上
朝
臣
家

成
・
散
位
従
七
位
上
榎
井
朝
臣
種
人
、
立
二
神
楯
桙
一。
大
和
守
従
四

位
上
大
伴
宿
禰
古
慈
斐
・
左
大
弁
従
四
位
上
兼
播
磨
守
佐
伯
宿
禰
今

毛
人
、
開
門
。
内
藏
頭
従
四
位
下
阿
倍
朝
臣
息
道
・
助
従
五
位
下
阿

倍
朝
臣
草
麻
呂
、
奏
二
諸
司
宿
侍
名
簿
一。
右
大
臣
大
中
臣
朝
臣
清
麻

呂
奏
二
神
寿
詞
一。
弁
官
史
奏
二
両
国
献
物
一。
賜
二
右
大
臣
絁
六
十
疋
一。

賜
二
五
位
已
上
衾
各
一
領
一。

　

Ｈ
『
続
日
本
紀
』
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
春
正
月
丁
酉
朔
条

　
　

�

天
皇
、
御
二
大
極
殿
一
受
レ
朝
。
其
儀
如
レ
常
。
石
上
・
榎
井
二
氏
、

各
竪
二
桙
楯
一
焉
。
始
停
二
兵
衛
叫
闇
之
儀
一。

　

右
の
Ａ
～
Ｈ
は
、
八
世
紀
に
楯
を
用
い
た
儀
礼
の
一
覧
で
あ
る
。
奉
仕
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す
る
氏
族
は
、
Ａ
は
榎
井
氏
と
大
伴
氏
、
Ｅ
は
大
伴
氏
・
佐
伯
氏
が
奉
仕

し
て
い
る
も
の
の
、
Ｅ
の
註
に
「
石
上
・
榎
井
の
二
氏
は
、
倉
卒
に
し
て

追
し
集
う
る
に
及
ば
ず
。
故
、
二
人
を
し
て
こ
れ
を
為
さ
し
む
」
と
あ
る

か
ら
、
楯
や
桙
（
槍
）
を
立
て
る
儀
礼
に
従
事
す
る
の
は
、
伝
統
的
に
物

部
氏
系
統
の
石
上
・
榎
井
の
二
氏
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
Ａ
～
Ｈ
の

う
ち
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｇ
は
、
い
ず
れ
も
大
嘗
祭
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。
Ｂ
と

Ｇ
で
は
、
大
嘗
祭
で
「
神
楯
を
斎
宮
の
南
北
二
門
に
立
つ
」、「
神
の
楯
・

桙
を
立
つ
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
楯
を
「
神
楯
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

楯
を
立
て
る
こ
と
は
神
事
儀
礼
の
性
格
が
強
い
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

『
儀
式
』巻
第
三「
践
祚
大
嘗
祭
儀　

中
」に
も
、卯
日
の
神
事
に
お
い
て
、

「
石
上
・
榎
井
二
氏
各
二
人
、
皆
朝
服
、
内
物
部
卌
人
を
率
て
、〈
物
部
は

紺
布
の
衫
を
着
け
よ
、
〉大
嘗
宮
の
南
北
の
門
に
神
の
楯
と
戟
を
立
て
よ
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
楯
を
立
て
る
儀
礼
に
は
、
ど
の
よ
う
な
神
事
的
由
来
が
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
神
代
紀
の
天
孫
降
臨
の
段
の
一
書
（
第
二
）
に
は
、
大

己
貴
神
の
御
殿
を
建
築
す
る
際
、
大
己
貴
神
の
た
め
に
「
百
八
十
縫
白
楯
」

を
造
る
と
あ
る
。
ま
た
同
一
書
に
は
、
地
上
で
の
祭
祀
の
あ
り
方
を
定
め

る
中
に
、
紀
伊
国
忌
部
の
祖
先
神
で
あ
る
彦
狭
知
神
を
「
作
盾
者
」
に
す

る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
楯
に
は
祭
具
と
し

て
の
性
格
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
神
武
紀
に
は
「
軍
を
引
い
て

賊
は
追
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
盾
を
立
て
て
雄
誥
を
あ
げ
た
」
と
あ

る
よ
う
に
、
楯
は
武
具
で
あ
る
が
、
災
厄
か
ら
守
護
す
る
祭
具
と
も
考
え

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
崇
神
紀
の
九
年
条
に
は
、
崇
神
天

皇
の
夢
に
神
人
が
あ
ら
わ
れ
て
「
赤
盾
八
枚
と
赤
矛
八
竿
を
以
て
墨
坂
神

を
祠
れ
。黒
盾
八
枚
と
黒
矛
八
竿
を
以
て
大
坂
神
を
祠
れ
」と
誨
え
が
あ
っ

た
の
で
、
そ
の
夢
教
に
従
っ
て
墨
坂
神
と
大
坂
神
を
祭
っ
た
と
あ
る
。
武

器
を
幣
帛
と
す
る
の
は
垂
仁
紀
に
始
ま
る
と
す
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
楯
・

矛
は
幣
帛
で
は
な
く
祭
具
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

Ｃ
・
Ｈ
は
正
月
の
朝
賀
儀
で
楯
と
槍
（
桙
）
が
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、

Ｃ
に
「
始
め
て
大
楯
・
槍
を
樹
つ
」
と
あ
る
か
ら
、
朝
賀
儀
に
お
い
て
は

天
平
期
に
始
ま
る
儀
礼
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｅ
・
Ｆ
で
は
、
聖

武
天
皇
の
遷
都
ご
と
に
宮
門
に
大
楯
が
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
災

厄
を
防
ぐ
効
果
を
期
待
し
て
の
儀
礼
と
推
測
さ
れ
る
。
宮
門
に
楯
を
立
て

る
こ
と
が
災
厄
を
防
ぐ
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
発
想
は
、
大
嘗
祭
に
お

い
て
物
部
氏
が
楯
を
立
て
る
儀
礼
と
同
様
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
Ａ
～
Ｈ
の
検
討
か
ら
、
持
統
天
皇
の
即
位
儀
で
物
部
氏
が
大
楯

を
立
て
る
儀
は
神
事
的
儀
礼
と
し
て
行
な
わ
れ
、
文
武
天
皇
か
ら
大
嘗
祭

儀
に
移
り
、
天
平
期
に
朝
賀
儀
に
も
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
Ｇ
で
は
、
大
嘗
祭
に
お
い
て
、
神
楯
を
立
て
る
儀
の
他
、

大
中
臣
清
麻
呂
が
「
神
寿
詞
」
を
奏
す
儀
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
中
臣
が
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天
神
寿
詞
を
奏
す
儀
は
、『
儀
式
』
巻
第
四
「
践
祚
大
嘗
祭
儀　

下
」
に

辰
日
の
行
事
と
し
て
、「
神
祇
官
の
中
臣
、
賢
木
を
捧
げ
、
儀
鸞
門
の
東

戸
よ
り
入
り
て
、
版
に
就
き
、
跪
き
て
、
天
神
の
寿
詞
を
奏
せ
〈
群
臣
、

共
に
跪
け
〉」
と
載
せ
る
。
井
上
光
貞
は
、
Ｇ
（
光
仁
天
皇
の
大
嘗
祭
の

記
事
）
に
「
神
寿
詞
を
奏
す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
光
仁
即
位
の
時
に

は
す
で
に
大
嘗
祭
の
儀
に
う
つ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る（

9
（

」
と
す
る
が
、
持

統
天
皇
の
五
年
に
、「
大
嘗
、
神
祇
伯
中
臣
朝
臣
大
嶋
、
天
神
寿
詞
を
読

む（
（1
（

」
と
あ
る
か
ら
、
七
世
紀
後
半
に
は
即
位
と
大
嘗
祭
と
両
方
で
天
神
寿

詞
が
読
ま
れ
て
お
り
、
あ
る
時
点
で
即
位
儀
の
天
神
寿
詞
奏
上
が
行
な
わ

れ
な
く
な
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か（
（（
（

。
天
神
寿
詞
の
全
文
は

台
記
別
記
の
康
治
元
年
十
一
月
条
な
ど
に
記
さ
れ
て
お
り（
（1
（

、井
上
光
貞
は
、

「
こ
の
文
の
内
容
は
、
践
祚
大
嘗
祭
と
密
着
し
て
い
る
。
天
神
之
寿
詞
が

大
嘗
祭
に
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
以
前
の
寿
詞
の
文
は
、
台
記
本
の
そ
れ

と
は
違
っ
て
い
た
は
ず
だ
と
私
に
は
お
も
わ
れ
る
」
と
指
摘
す
る（
（1
（

。
こ
ち

ら
は
従
う
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
持
統
天
皇
の
即
位
と
大
嘗
祭
で

読
ま
れ
た
天
神
寿
詞
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
文
の
寿
詞
で
あ
っ
た
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。即
位
儀
で
奏
上
さ
れ
た
天
神
寿
詞
の
詳
細
は
分
か
ら
な
い
が
、

義
解
説
に
「
神
代
の
古
事
を
以
て
万
寿
の
宝
詞
と
為
す
な
り
」
と
あ
る
か

ら
、「
神
代
の
古
事
」
に
基
づ
く
正
統
性
に
言
及
し
て
、
天
皇
の
治
世
を

寿
ぐ
内
容
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
即
位
儀
に
お
け
る
天
神
寿
詞
の
奏
上
は
、
ど
の
時
点
で
行

な
わ
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
述
の
通
り
、
物
部
氏
が
大
楯
を

立
て
る
儀
は
文
武
天
皇
の
と
き
に
大
嘗
祭
に
移
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、「
神
祇
令
」
に
「
践
祚
之
日
」
に
天
神
寿
詞
を
読
む
と
規
定
さ
れ
て

い
る
の
で
、
八
世
紀
前
半
は
即
位
儀
と
し
て
天
神
寿
詞
が
奏
上
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
跡
記
に
は
「
寿
詞
を
奏
す
、
剣
な
ら
び
に
鏡

を
上
る
、
十
一
月
に
至
り
、
大
嘗
に
為
す
の
み
」
と
あ
る
か
ら
、
延
暦
年

間
に
は
即
位
儀
と
し
て
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
跡

記
に
よ
れ
ば
、
剣
・
鏡
の
奉
献
も
大
嘗
祭
の
み
で
行
な
う
と
す
る（
（1
（

が
、
筆

者
は
以
前
、
中
臣
の
天
神
寿
詞
奏
上
儀
礼
と
忌
部
の
剣
鏡
奉
献
儀
礼
は
対

の
儀
礼
で
あ
り
、
寿
詞
と
宝
物
に
よ
っ
て
天
皇
の
治
世
を
寿
ぐ
こ
と
に
淵

源
が
あ
る
と
論
じ
た（
（1
（

。
両
儀
礼
が
対
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
即
位
儀
の

天
神
寿
詞
奏
上
が
行
な
わ
れ
な
く
な
り
、
神
璽
奉
献
が
大
嘗
祭
で
行
な
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
も
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

忌
部
氏
の
神
璽
奉
献
儀
礼
は
、
ど
の
よ
う
な
理
念
か
ら
大
嘗
祭
で
行
な

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
次
節
以
降
で
考
察
を
試
み
た
い
。

　
　
　

三
、
神
璽
の
性
格

　
「
神
祇
令
」
践
祚
条
の
「
神
璽
之
鏡
剣
」
に
つ
い
て
、
諸
説
が
ど
の
よ
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う
に
解
し
て
い
る
の
か
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

義
解
説
「
鏡
と
剣
を
璽
と
称
す
。」

　
　

跡
記　

「
鏡
と
剣
は
同
じ
物
を
代
々
天
皇
に
奉
る
。」

　
　

穴
紀　

�

「
十
一
月
の
大
嘗
祭
日
ま
で
新
帝
が
神
璽
に
預
か
ら
な
い
の

は
古
説
と
異
な
る
。」

　

右
の
他
、
令
釈
は
「
神
璽
鏡
剣
也
」
と
解
す
る
。
こ
れ
は
、「
璽
・
鏡
・

剣
（
の
三
種
が
奉
献
さ
れ
る
）」
と
解
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、

一
方
で
、「
唐
令
で
は
印
に
は
白
玉
を
用
い
る
」・「
秦
王
朝
に
お
け
る
伝

国
璽
で
あ
る
」・「
風
習
が
異
な
れ
ば
名
称
は
同
じ
で
も
中
身
は
異
な
る
」

と
し
て
い
る
か
ら
、「（
璽
に
は
様
々
な
形
態
が
あ
っ
て
我
朝
で
は
）
神
璽

は
鏡
・
剣
で
あ
る
」
と
解
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
斎
部
広

成
が
奏
上
し
た
『
古
語
拾
遺
』
に
は
、「
即
ち
、
八
咫
鏡
、
及
、
草
薙
剣

の
二
種
の
神
宝
を
以
て
、
皇
孫
に
授
け
賜
ひ
て
、
永
る
に
天
璽
〈
所
謂
、

神
璽
の
剣
・
鏡
、
是
な
り
〉
と
為
た
ま
ふ
。
矛
・
玉
は
自
ら
に
従
ふ
。」

と
あ
る
か
ら
、
即
位
儀
に
お
い
て
忌
部
氏
が
奉
っ
た
の
は
、
鏡
・
剣
の
二

種
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う（
（1
（

。

　

義
解
説
で
は
、
璽
を
「
神
明
之
徴
信
」
と
し
て
お
り
、
即
位
儀
で
奉
献

さ
れ
る
神
璽
（
鏡
と
剣
）
は
「
し
る
し
、
あ
か
し
、
証
拠
の
品
」
で
あ
る

こ
と
は
先
述
し
た
。
何
を
示
す
も
の
か
と
言
え
ば
、
当
然
、
皇
位
を
示
す

も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
神
璽
の
奉
献
が
神
事
儀
礼
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い

る
か
ら
に
は
、
符
節
・
駅
鈴
・
内
印
な
ど
の
よ
う
に
「
天
皇
権
を
行
使
す

る
た
め
の
重
器
」
と
し
て
の
性
格
で
は
な
く
、「
神
代
の
古
事
に
基
づ
く

皇
位
の
あ
か
し
で
あ
る
宝
器
」
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

三
種
の
神
器
で
あ
る
鏡
と
剣
の
由
来
を
神
代
紀
に
求
め
る
と
、
天
孫
降

臨
の
段
の
一
書
（
第
一
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
要
約
す
る
と

次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

�

葦
原
中
国
が
武
甕
槌
神
と
経
津
主
神
に
よ
っ
て
平
定
さ
れ
る
と
、
天

照
大
神
は
吾
が
児
を
天
降
ら
せ
よ
う
と
す
る
が
、
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊

杵
尊
が
皇
孫
と
し
て
誕
生
す
る
。
こ
の
皇
孫
を
天
降
ら
せ
る
こ
と
と

し
、
天
照
大
神
は
皇
孫
に
、
八
尺
瓊
曲
玉
・
八
咫
鏡
・
草
薙
剣
の
三

種
宝
物
を
与
え
た
。
ま
た
、
天
児
屋
命
・
太
玉
命
・
天
鈿
女
命
・
石

凝
姥
命
・
玉
屋
命
の
五
部
神
を
、
付
き
従
わ
せ
た
。
そ
し
て
、
皇
孫

に
次
の
よ
う
に
勅
し
た
。「
葦
原
千
五
百
秋
之
瑞
穂
国
は
私
の
子
孫

が
王
た
る
べ
き
地
で
あ
る
。
皇
孫
よ
、
行
っ
て
治
め
る
が
よ
い
。
宝

祚
（
＝
皇
位
）
は
い
つ
ま
で
も
さ
か
え
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
。

　

右
の
八
尺
瓊
曲
玉
・
八
咫
鏡
・
草
薙
剣
の
「
三
種
宝
物
」
が
、
三
種
の

神
器
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
右
の
一
書
に
お
い
て
、
天
照
大
神
は
、
皇
孫

に
三
種
宝
物
を
与
え
る
と
と
も
に
、
皇
位
は
天
照
大
神
の
子
孫
が
嗣
ぐ
べ
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き
と
す
る
勅
を
授
け
て
い
る
。神
代
の
古
事
が
示
す
皇
位
の
正
統
性
と
は
、

ま
さ
に
こ
の
「
天
孫
が
皇
位
を
受
け
継
ぐ
」
と
す
る
神
勅
で
あ
り
、
三
種

宝
物
は
そ
れ
を
象
徴
す
る
宝
器
な
の
で
あ
る
。
八
咫
鏡
と
草
薙
剣
の
本
体

は
、
そ
れ
ぞ
れ
伊
勢
神
宮
と
熱
田
神
宮
に
奉
安
さ
れ
て
お
り
、
忌
部
氏
が

奉
献
す
る
鏡
と
剣
は
、
八
咫
鏡
と
草
薙
剣
の
形
代
と
い
う
こ
と
に
な
る

が（
（1
（

、
形
代
で
あ
っ
て
も
即
位
で
神
璽
を
奉
献
す
る
儀
礼
が
整
備
さ
れ
た
の

は
、「
天
孫
が
皇
位
を
継
承
し
た
確
認
と
祝
賀
」
が
儀
礼
の
主
な
目
的
だ
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う（
（1
（

。
即
位
に
お
け
る
神
璽
の
奉
献
は
、
皇
位
を
天
孫
が
継

承
し
、
そ
の
由
来
が
神
代
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
象
徴
す
る
儀
礼
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

皇
位
を
天
孫
が
嗣
ぐ
べ
き
と
す
る
理
念
は
、「
公
式
令
」
に
規
定
さ
れ

る
詔
書
の
五
形
式
の
う
ち
、「
明
神
御
宇
日
本
天
皇
詔
旨
、云
々
、咸
聞
。」・

「
明
神
御
宇
天
皇
詔
旨
、
云
々
、
咸
聞
。」・「
明
神
御
大
八
洲
天
皇
詔
旨
、

云
々
、
咸
聞
。」
以
上
の
三
形
式
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。「
明
神
」
と
は
、

「
現
世
に
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
神
」
の
意
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
生
き

神
様
」
の
よ
う
な
神
聖
不
可
侵
の
存
在
を
意
味
す
る
敬
称
で
は
な
く
、
神

代
紀
の
天
孫
降
臨
の
段
の
一
書
（
第
二
）
で
、
天
孫
は
顕
露
事
（
地
上
に

お
け
る
現
世
）
を
治
め
、
大
己
貴
神
は
幽
事
（
地
上
に
お
け
る
幽
世
、
神
々

の
世
界
）
を
治
め
る
と
す
る
箇
所
に
由
来
を
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
明

神
と
は
「
幽
世
の
見
え
な
い
神
」
に
対
す
る
「
現
世
を
治
め
る
神
」
の
意

で
あ
り
、
天
孫
つ
ま
り
天
皇
を
指
し
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
に
は
神
か

ら
人
へ
の
明
確
な
区
切
り
が
な
い
た
め
「
明
神
」
と
表
記
さ
れ
る
が
、
理

念
と
し
て
は
「
天
孫
と
し
て
大
八
洲
を
治
め
る
天
皇
」
と
い
う
こ
と
が
強

調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
は
文
武
天
皇
が
即
位
し
た
際
の
宣
命
の
前
半
部
を
抜
き
出
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
「
天
孫
に
よ
る
皇
位
の
継
承
」
が
強
調
さ
れ
て
い

る
。

　

◯
『
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
元
年
八
月
庚
辰
条

　
　

�

詔
曰
、
現
御
神
止
大
八
嶋
国
所
知
天
皇
大
命
良
麻

止

詔
大
命
乎
、
集
侍
皇

子
等
・
王
等
・
百
官
人
等
、
天
下
公
民
、
諸
聞
食
止
詔
。
高
天
原
尓

事
始
而
、
遠
天
皇
祖
御
世
、
中
・
今
至
麻
弖
尓
、
天
皇
御
子
之
阿
礼
坐
牟

弥
継
々
尓
、
大
八
嶋
国
将
知
次
止
、
天
都
神
乃
御
子
随
母
、
天
坐
神
之

依
之
奉
之
随
、
此
天
津
日
嗣
高
御
座
之
業
止
、
現
御
神
止
大
八
嶋
国
所

知
倭
根
子
天
皇
命
、
授
賜
比
負
賜
布
貴
支
高
支
広
支
厚
支
大
命
乎
受
賜
利

恐
坐
弖
、
此
乃
食
国
天
下
乎
調
賜
比
平
賜
比
、
天
下
乃
公
民
乎
恵
賜
比
撫

賜
牟
止　

奈
母
、
随
神
所
思
行
佐
久

止

詔
天
皇
大
命
乎
、
諸
聞
食
止
詔
。　
（
※
傍
線

は
筆
者
）

　

右
の
一
つ
目
の
傍
線
部
は
、「
現
御
神
と
大
八
嶋
国
知
ら
し
め
す
天
皇
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が
大
命
」
と
あ
り
、「
公
式
令
」
の
詔
旨
の
形
式
で
あ
る
「
明
神
御
大
八

洲
天
皇
」
に
対
応
し
て
い
る
。
二
つ
目
の
傍
線
部
に
「
高
天
原
に
事
始
め

て
、
遠
つ
天
皇
祖
の
御
世
、
中
・
今
に
至
る
ま
で
に
、
天
皇
が
御
子
の
あ

れ
坐
さ
む
い
や
継
々
に
、
大
八
嶋
国
将
知
ら
さ
む
次
と
、
天
つ
神
の
御
子

な
が
ら
も
、
天
に
坐
す
神
の
よ
さ
し
奉
り
し
随
に
、
こ
の
天
津
日
嗣
高
御

座
の
業
と
、
」
と
あ
る
の
は
、「
高
天
原
に
由
来
が
あ
り
、
天
皇
の
祖
先

た
ち
の
御
世
は
、
天
皇
の
御
子
が
、
大
八
嶋
国
を
治
め
る
後
継
者
と
な
っ

て
引
き
継
い
で
き
て
、
高
天
原
の
神
（
＝
皇
祖
神
）
の
御
子
と
し
て
、
高

天
原
の
神
が
お
任
せ
に
な
る
ま
ま
に
、
皇
位
の
役
割
と
し
て
、
」
と
解
さ

れ
る
か
ら
、
こ
こ
で
も
、
天
神
が
天
孫
に
大
八
嶋
国
の
統
治
を
委
ね
て
い

る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
持
統
紀
以
前
に
も
、
即
位
に
お
け
る
璽
の
奉
献

の
記
事
を
載
せ
て
い
る（
（1
（

。

　

◯
『
日
本
書
紀
』
允
恭
天
皇
元
年
十
二
月
条

　
　

群
臣
大
喜
。
即
日
捧
二
天
皇
璽
符
一。
再
拝
上
焉
。

　

◯
『
日
本
書
紀
』
清
寧
天
皇
即
位
前
紀

　
　

大
伴
室
屋
大
連
率
二
臣
連
等
一。
奉
二
璽
於
皇
太
子
一。

　

◯
『
日
本
書
紀
』
顕
宗
天
皇
即
位
前
紀

　
　

�

百
官
大
会
。
皇
太
子
億
計
取
二
天
皇
之
璽
一。
置
二
之
天
皇
之
坐
一。
再

拝
従
二
諸
臣
之
位
一
曰
。
此
天
皇
之
位
。
有
レ
功
者
可
二
以
処
一
之
。

　

◯
『
日
本
書
紀
』
継
体
天
皇
元
年
二
月
甲
午
条

　
　

大
伴
金
村
大
連
、
乃
跪
上
二
天
子
鏡
剣
璽
符
一
再
拝
。

　

◯
『
日
本
書
紀
』
宣
化
天
皇
即
位
前
紀

　
　

�

勾
大
兄
広
国
押
武
金
日
天
皇
（
＝
安
閑
天
皇
）
崩
無
レ
嗣
。
群
臣

奏
二

‒

上
剣
鏡
於
武
小
広
国
押
盾
尊
（
＝
宣
化
天
皇
）一。
使
レ
即
二
天
皇

之
位
一
焉
。

　

◯
『
日
本
書
紀
』
推
古
天
皇
即
位
前
紀

　
　

百
寮
上
レ
表
勧
進
。
至
二
于
三
一。
乃
従
之
。
因
以
奉
二
天
皇
璽
印
一。

　

◯
『
日
本
書
紀
』
舒
明
天
皇
元
年
正
月
丙
午
条

　
　

大
臣
及
群
卿
共
以
二
天
皇
璽
印
一
献
二
田
村
皇
子
一。

　

◯
『
日
本
書
紀
』
孝
徳
天
皇
即
位
前
紀

　
　

天
豊
財
重
日
足
姫
天
皇
（
＝
皇
極
天
皇
）、
授
二
璽
綬
一
禅
レ
位
。

　

右
の
史
料
群
の
「
璽
」
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
即
位
の
際
に
奉
献

さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
持
統
紀
と
共
通
す
る
儀
礼
で
あ
る
。
た
だ
し
、

持
統
紀
と
、
そ
れ
以
前
と
を
比
べ
る
と
、
持
統
紀
の
儀
礼
で
は
神
事
的
意

味
合
い
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
天
武
・
持
統
朝
の
頃
に

「
神
璽
＝
天
孫
が
皇
位
を
継
承
し
た
あ
か
し
」
と
し
て
の
性
格
が
明
確
に

位
置
付
け
ら
れ
、
儀
礼
と
し
て
整
備
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
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四
、
神
璽
奉
献
儀
礼
の
変
遷

　

前
節
で
は
、
神
璽
の
性
格
を
確
認
し
た
の
で
、
本
節
で
は
、
忌
部
氏
の

神
璽
奉
献
が
大
嘗
祭
で
行
な
わ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。

　
『
儀
式
』
巻
第
四
「
践
祚
大
嘗
祭
儀　

下
」
の
辰
日
の
行
事
に
、
忌
部

氏
に
よ
る
神
璽
の
奉
献
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
中
臣
氏
の
天
神

寿
詞
奏
上
と
と
も
に
「
忌
部
、
神
璽
の
鏡
・
剣
を
奉
れ
」
と
あ
る
。
令
で

は
即
位
儀
で
あ
っ
た
「
中
臣
の
天
神
寿
詞
奏
上
」
と
「
忌
部
の
神
璽
奉
献
」

は
、
式
で
は
大
嘗
祭
の
辰
日
行
事
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
忌
部
氏
の
神
璽
奉
献
が
大
嘗
祭
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
加
茂
正
典
氏
は
、「
令
制
当
初
、
即
位
の
場

で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
中
臣
氏
に
よ
る
天
神
寿
詞
奏
上
と
忌
部
氏
に
よ
る

鏡
剣
奉
上
は
、
即
位
式
の
儀
式
的
整
備
過
程
（
唐
風
化
）
で
儀
式
と
し
て

そ
ぐ
わ
な
く
な
り
、
そ
れ
が
、
伝
統
的
な
行
事
・
作
法
を
保
持
・
継
承
し

よ
う
と
す
る
大
嘗
祭
（
の
辰
日
）
に
移
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
移
行
の
時

期
を
、」「
両
儀
が
大
嘗
祭
の
行
事
と
な
っ
た
の
は
桓
武
天
皇
大
嘗
祭
か
ら

で
あ
る（
11
（

」
と
推
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
本
来
即
位
式
の
行
事
で
あ
っ

た
忌
部
氏
の
神
璽
之
鏡
剣
奉
上
が
中
臣
氏
の
天
神
寿
詞
奏
上
と
共
に
、
桓

武
天
皇
大
嘗
祭
か
ら
大
嘗
祭
の
行
事
と
な
っ
た
た
め
に
、
新
天
皇
は
大
嘗

祭
ま
で
皇
位
の
レ
ガ
リ
ア
献
上
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
し
か

も
、
大
嘗
祭
は
延
引
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
儀
式
上
の
謂
わ
ば
不
都

合
を
避
け
る
必
要
と
、
井
上
氏
が
指
摘
さ
れ
た
皇
位
継
承
時
の
政
治
的
不

安（
1（
（

を
抑
え
る
た
め
に
、
先
帝
崩
御
或
い
は
譲
位
の
日
に
、
新
帝
が
「
神
器
」

及
び
国
家
の
「
重
器
」
を
継
承
す
る
ー
剣
璽
渡
御
の
儀
が
新
儀
と
し
て
実

施
さ
れ
た
」
と
論
じ
た（
11
（

。
つ
ま
り
、
加
茂
氏
は
、
忌
部
氏
の
神
璽
奉
献
儀

礼
は
、
桓
武
朝
の
時
期
か
ら
大
嘗
祭
の
辰
日
行
事
と
し
て
行
な
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
即
位
式
の
唐
風
化
を
挙
げ
て
い

る（
11
（

。
ま
た
加
茂
氏
は
、「
少
な
く
と
も
剣
璽
渡
御
儀
礼
が
明
記
さ
れ
る
平

城
天
皇
朝
以
降
は
、「
神
器
」
が
二
度
、
剣
璽
渡
御
と
大
嘗
祭
で
奉
献
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

　

加
茂
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
忌
部
氏
の
神
璽
奉
献
儀
礼
は
、
即
位
儀

か
ら
大
嘗
祭
儀
へ
と
移
動
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
時
期
と
理

由
に
つ
い
て
、
次
に
私
論
を
挙
げ
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
史
料
上
の
神
璽
の
扱
い
で
あ
る
が
、
八
世
紀
に
は
記
載
が
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
幾
度
か
「
神
器
」
の
語
が
出
て
く
る
が
、
い
ず
れ
も

「
皇
位
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る（
11
（

。
神
璽
が
史
料
に
あ
ら
わ
れ
な
い

こ
と
に
つ
い
て
、
井
上
光
貞
は
、
即
位
の
常
儀
と
し
て
『
続
日
本
紀
』
に

書
か
れ
な
か
っ
た
だ
け
の
こ
と
と
す
る（
11
（

。
そ
れ
で
は
、
常
儀
で
は
な
い
場

合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
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八
世
紀
の
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
事
件
は
、
橘
奈
良
麻
呂
の
変
で
あ
る
と

か
恵
美
押
勝
の
乱
な
ど
と
称
さ
れ
る
も
の
が
著
名
で
あ
る
。
両
事
件
の
詳

細
は
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
事
件
時
に
奪
取
さ
れ
た

重
器
で
あ
る
。
孝
謙
朝
の
橘
奈
良
麻
呂
の
変
で
は
、
皇
太
后
の
居
所
に
あ

る
駅
鈴
・
内
印
・
関
契
な
ど
を
奪
取
す
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
て
お
り
、
光

仁
朝
に
起
き
た
恵
美
押
勝
の
乱
で
は
、
淳
仁
天
皇
の
居
所
で
あ
る
中
宮
院

の
駅
鈴
と
内
印
が
奪
わ
れ
て
い
る
。
駅
鈴
や
内
印
は
、
天
皇
権
を
行
使
す

る
た
め
の
重
器
で
あ
る
か
ら
、
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
争
い
に
お
い
て
奪
取

の
対
象
に
な
っ
た
こ
と
は
理
解
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
両
事
件
と
も
、
皇

位
の
象
徴
で
あ
る
神
璽
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
ど
の

よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か（
11
（

。

　

孝
謙
朝
か
ら
称
徳
朝
に
か
け
て
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
の

は
、
仏
教
優
遇
政
策
と
い
う
点
で
あ
る
。
孝
謙
天
皇
（
称
徳
天
皇
）
の
仏

教
優
遇
政
策
の
背
景
に
あ
る
思
想
は
、
次
の
詔
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　

◯
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
六
年
（
七
六
二
）
六
月
庚
戌
条

　
　

�

喚
二

‒

集
五
位
已
上
於
朝
堂
一、
詔
曰
、
太
上
天
皇
（
＝
孝
謙
）
御
命
以

弖
卿
等
諸
語
部止
宣
久
、
朕
御
祖
大
皇
后
乃
御
命
以
弖
朕
尓
告
之久
、
岡
宮
御

宇
天
皇（
＝
草
壁
皇
子
）乃
日
継
波
、
加
久
弖
絶
奈
牟

止

為
。
女
子
能
継
尓波
在

止母
欲
令
嗣
止
宣
弖
、
此
政
行
給
岐
。
加
久
為
弖
今
帝（
＝
淳
仁
）止
立
弖
須

麻
比
久
流
間
尓
、
宇
夜
宇
也
自久
相
従
事
波
无
之弖
、
斗
卑
等
乃
仇
能
在
言
期
等

久
、

不
言
岐
辞
母
言
奴
、
不
為
岐
行
母
為
奴
。
凡
加
久
伊
波
流
倍

枳

朕
尓波
不
在
。

別
宮
尓
御
坐
坐
牟
時
、
自
加
得
言
也
。
此
波
朕
劣
尓
依
弖之
、
加
久
言
良
之

止

念
召
波
、
愧
自弥
伊
等
保
自
弥

奈
母
念
須
。
又
一
尓波
朕
応
発
菩
提
心
縁
尓
在
良
之
止

奈
母

念
須
。
是
以
、
出
家
弖
仏
弟
子
止
成
奴
。
但
政
事
波
、
常
祀
利
小
事
波
今

帝
行
給
部
。
国
家
大
事
賞
罰
二
柄
波
朕
行
牟
。
加
久
能
状
聞
食
悟
止
宣

御
命
、
衆
聞
食
宣
。　
（
※
（　

）
と
傍
線
は
筆
者
）

　

右
の
詔
は
孝
謙
上
皇
と
淳
仁
天
皇
の
不
仲
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
る
が
、
傍
線
部
の
箇
所
に
よ
れ
ば
、「
常
祀
利
小
事
」
は
淳
仁
天
皇
が

行
な
い
、「
国
家
大
事
賞
罰
二
柄
」
は
孝
謙
上
皇
が
行
な
う
と
す
る
。
孝

謙
上
皇
は
出
家
し
て
い
る
と
は
言
え
、
常
祀
と
小
事
と
を
並
べ
て
い
る
こ

と
は
、
神
事
に
対
す
る
意
識
の
低
さ
が
う
か
が
え
る
。

　

ま
た
次
は
、
重
祚
し
た
称
徳
天
皇
の
大
嘗
祭
が
終
わ
り
、
豊
明
節
会
の

日
に
出
さ
れ
た
詔
勅
で
あ
る
。

　

◯�
『
続
日
本
紀
』
天
平
神
護
元
年
（
七
六
五
）
十
一
月
庚
辰
条

　
　

�
復
勅
久
、
神
等
乎方
三
宝
余利
離
天
不
触
物
曾
止

奈
毛
人
能
念
天
在
。
然
経
乎
見

末
都　

礼
方
、
仏
能
御
法
乎
護
末
都

利

尊
末
都

流
方
諸
乃
神
多
知

仁

伊
末
志
家

利
。
故
是
以
、
出
家
人

毛
白
衣
毛
相
雑
天
供
奉
仁
豈
障
事
波
不
在
止
念
天
奈

毛
、
本
忌
之可
如
久方
不
忌
之天
、
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此
乃
大
嘗
方
聞
行
止
宣
御
命
乎
、
諸
聞
食
止
宣
。

　

右
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
解
釈
に
な
ろ
う
。「
神
々
を
仏
か
ら
遠
ざ
け

て
触
れ
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
だ
と
人
は
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
経
典
を

見
れ
ば
、
仏
法
を
守
護
し
尊
崇
す
る
の
は
神
々
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
出
家

者
と
祭
祀
奉
仕
者
が
一
緒
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
差
し
障
り
は
な
い
と
思

い
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
忌
避
せ
ず
し
て
、
こ
の
度
の
大
嘗
祭
を
行
な
っ

た
」
と
。
つ
ま
り
、
称
徳
天
皇
の
大
嘗
祭
で
は
、
伝
統
的
な
神
仏
隔
離
と

い
う
宮
中
祭
祀
の
原
則
が
反
故
に
さ
れ
た
の
で
あ
る（
11
（

。

　

孝
謙
上
皇
ま
た
は
称
徳
天
皇
の
詔
か
ら
は
、
自
ら
の
仏
法
へ
の
尊
崇
の

念
を
重
ん
じ
る
だ
け
で
な
く
、
伝
統
的
な
神
事
の
価
値
観
よ
り
も
仏
法
の

理
念
を
優
先
さ
せ
て
い
た
状
況
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
が
最
も
顕
著
で
あ

る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
宇
佐
八
幡
託
宣
事
件
で
あ
ろ
う（
11
（

。

　

こ
の
事
件
は
、
大
宰
主
神
で
あ
る
習
宜
阿
曾
麻
呂
が
道
鏡
に
媚
び
て
、

八
幡
神
教
を
詐
称
し
た
こ
と
に
始
ま
る
と
す
る
。
神
教
の
内
容
は
「
道
鏡

を
即
位
さ
せ
れ
ば
天
下
太
平
と
な
る
」
と
い
う
も
の
で
、
道
鏡
は
そ
れ
を

喜
び
、
皇
位
を
望
ん
だ
と
あ
る
。
称
徳
天
皇
は
和
気
清
麻
呂
を
召
し
て
、

八
幡
神
宮
に
派
遣
す
る
。
八
幡
大
神
の
託
宣
は
、「
我
が
朝
は
君
臣
の
別

が
あ
り
、
臣
が
君
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
皇
位
は
天
皇
の
血
筋
を
引
く
者

に
伝
え
ら
れ
る
」
と
あ
っ
た
と
す
る
。

　

道
鏡
が
皇
位
に
即
く
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
和
気
清
麻
呂
が
八
幡
神
の

託
宣
を
う
け
た
後
に
姉
法
均
と
と
も
に
退
け
ら
れ
た
一
方
、
道
鏡
は
称
徳

天
皇
の
崩
御
ま
で
重
用
さ
れ
続
け
た
の
で
あ
る
。
称
徳
天
皇
が
道
鏡
の
即

位
を
望
ん
だ
と
は
明
確
に
記
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
事
件
の
背
景
に

は
、
仏
法
を
尊
ぶ
あ
ま
り
、
伝
統
を
反
故
に
し
か
ね
な
い
当
時
の
風
潮
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
来
、
皇
位
が
天
孫
に
受
け
継
が
れ
る
と
い
う

理
念
は
、「
公
式
令
」
の
詔
旨
の
形
式
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、
神
璽
は

そ
れ
を
象
徴
す
る
宝
器
で
あ
る
こ
と
は
先
述
し
た
。
様
々
な
皇
位
継
承
争

い
が
あ
っ
て
も
、
皇
位
を
継
承
す
る
の
は
天
皇
の
系
譜
で
あ
っ
た
こ
と
を

考
え
れ
ば
、
道
鏡
を
皇
位
に
即
け
る
と
い
う
発
想
は
、
か
な
り
特
殊
な
も

の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

孝
謙
朝
～
称
徳
朝
を
、
神
代
の
古
事
を
皇
位
継
承
の
理
念
と
す
る
意
識

が
薄
れ
た
時
期
と
捉
え
れ
ば
、
同
時
期
に
、
天
孫
に
よ
る
皇
位
継
承
を
確

認
・
祝
賀
す
る
儀
礼
で
あ
る
天
神
寿
詞
や
神
璽
奉
献
が
即
位
儀
で
行
な
わ

れ
ず
、「（
国
家
の
）
小
事
」
と
並
べ
ら
れ
た
神
事
儀
礼
で
の
み
行
な
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
想
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
、
橘
奈
良
麻
呂
の

変
や
恵
美
押
勝
の
乱
に
お
い
て
奪
取
の
対
象
と
な
っ
た
鈴
印
な
ど
の
重
器

は
、
そ
の
継
承
が
重
視
さ
れ
、「
譲
国
儀
」
へ
と
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
天
皇
権
を
行
使
す
る
た
め
の
重
器
の
継
承
が
「
譲
国
儀
」

に
の
み
確
認
で
き
る
の
は
、
淳
仁
朝
に
見
ら
れ
た
上
皇
と
天
皇
と
の
権
力
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の
二
重
構
造
を
防
ぐ
意
識
が
反
映
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る（
11
（

。

　

と
こ
ろ
で
、『
儀
式
』
に
は
、
大
嘗
祭
に
お
け
る
忌
部
の
神
璽
奉
献
が

記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、『
北
山
抄
』
に
よ
れ
ば
、
天
長
年
間
に
は
行

な
わ
れ
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
表
２
を
見
る
と
、
仁
明
天
皇
崩
御

後
に
「
天
子
神
璽
」
の
継
承
が
国
史
に
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ

れ
は
忌
部
の
神
璽
奉
献
が
大
嘗
祭
で
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
時
期
と
ほ
ぼ

一
致
す
る
。
こ
の
経
緯
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
践
祚
儀
で
重
器
が
継

承
さ
れ
る
中
に
、
神
璽
の
継
承
も
組
み
込
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ

の
背
景
に
は
、
一
時
期
、
神
璽
は
「
天
孫
が
皇
位
を
継
承
し
た
確
認
・
祝

賀
」
の
た
め
の
宝
器
と
し
て
の
性
格
が
薄
れ
た
も
の
の
、
皇
祖
神
と
天
皇

と
の
関
係
が
再
び
意
識
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
組
み
込

ま
れ
た
の
は
神
璽
の
み
で
あ
り
、
忌
部
氏
が
奉
仕
者
で
あ
る
必
要
性
は
も

は
や
見
い
だ
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る（
11
（

。

　
　
　

結
語

　

以
上
、
神
璽
に
関
す
る
儀
礼
の
変
遷
に
つ
い
て
、
神
璽
の
性
格
を
明
ら

か
に
し
つ
つ
考
察
を
試
み
た
。

　

ま
ず
、
持
統
紀
の
即
位
記
事
や
「
神
祇
令
」
の
検
討
な
ど
か
ら
、
天
武
・

持
統
朝
に
、
神
璽
奉
献
儀
礼
は
「
神
代
の
古
事
を
根
拠
と
す
る
神
事
」、

神
璽
は
「
天
孫
が
皇
位
を
継
承
す
る
あ
か
し
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た

と
論
じ
た
。
ま
た
、
孝
謙
朝
か
ら
称
徳
朝
に
発
生
し
た
事
件
を
検
討
し
、

神
代
の
古
事
へ
の
意
識
が
薄
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の

時
期
に
神
璽
奉
献
儀
礼
が
大
嘗
祭
儀
と
し
て
行
な
わ
れ
た
と
推
定
し
た
。

さ
ら
に
、
八
世
紀
の
争
乱
に
お
け
る
鈴
印
争
奪
が
、
天
皇
権
を
行
使
す
る

た
め
の
重
器
へ
の
意
識
を
高
め
、
上
皇
と
天
皇
の
権
力
の
二
重
構
造
を
防

ぐ
こ
と
も
合
わ
せ
て
、「
譲
国
儀
」
の
成
立
に
つ
な
が
っ
た
と
指
摘
し
た
。

　

奈
良
時
代
後
期
か
ら
平
安
時
代
初
頭
に
か
け
て
、
神
璽
の
継
承
儀
礼
は

変
遷
と
混
乱
の
渦
中
に
あ
っ
た
が
、
仁
明
・
文
徳
朝
の
頃
、
神
璽
の
奉
献

は
大
嘗
祭
で
行
な
わ
れ
な
く
な
る
と
と
も
に
、
践
祚
儀
に
組
み
込
ま
れ
、

剣
璽
渡
御
の
儀
の
成
立
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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右
の
表
４
を
見
る
と
、
光
孝
天
皇
の
践
祚
時
に
神
鏡
の
奉
献
が
行
な
わ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
後
、
神
鏡
は
特
に
奉
安
さ
れ
、
剣
と
璽
の
奉
献
が
剣

璽
渡
御
の
儀
と
し
て
成
立
す
る
。
本
論
で
は
、
そ
の
過
程
な
ど
に
つ
い
て

論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
は
今
後
の
課
題
と
す
る
こ
と
と

し
、
擱
筆
す
る
次
第
で
あ
る
。

註（
（
）�

井
上
光
貞
『
日
本
古
代
の
王
権
と
祭
祀
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
）、
岡

田
精
司
『
古
代
祭
祀
の
史
的
研
究
』（
塙
書
房
、
一
九
九
二
）、
和
田
萃
『
日
本
古

代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰
』（
塙
書
房
、
一
九
九
四
）
な
ど
参
照
。

（
（
）�

井
上
、
註
１
。

（
（
）�

宮
地
直
一
「
内
侍
所
神
鏡
考
」（『
神
道
史
学
』
一
、一
九
四
九
）
は
、
尚
蔵
の
掌

る
神
璽
は
鏡
で
あ
る
と
し
、
関
契
・
供
御
衣
服
・
珍
宝
・
綵
帛
な
ど
と
共
に
温
明

殿
で
管
理
さ
れ
て
い
た
と
推
測
し
て
い
る
。
納
戸
の
中
で
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
宝
物
の
一
つ
で
は
あ
っ
て
も
、
神
格
を
持
つ
段
階
に
は
至
っ
て
い
な
い
と

も
指
摘
す
る
。

（
（
）�「
譲
国
儀
」
に
つ
い
て
は
、
佐
野
眞
人
「「
譲
国
儀
」
儀
式
文
の
成
立
と
変
遷
―
新

帝
の
上
表
を
中
心
に
―
」（『
神
道
史
研
究
』六
五-

二
、二
〇
一
七
）、久
禮
旦
雄「
上

代
の
皇
位
継
承
」（『
藝
林
』
六
八-

一
、二
〇
一
九
）
な
ど
参
照
。

　
　

�　

ま
た
、譲
位
の
成
立
に
つ
い
て
は
、小
倉
慈
司「「
退
位
」「
譲
位
」の
誕
生
」（『
日

本
歴
史
』
八
四
〇
、二
〇
一
八
）
な
ど
参
照
。

（
（
）�

相
磯
達
夫
「
譲
位
宣
命
の
基
礎
的
考
察
」（『
白
山
史
学
』
四
二
、二
〇
〇
六
）
や

熊
谷
公
男
「
即
位
宣
命
の
論
理
と
「
不
改
常
典
」
法
」（『
東
北
学
院
論
集　

歴
史

と
文
化
』
四
五
、二
〇
一
〇
）
な
ど
、「
譲
国
儀
」
の
重
要
性
は
宣
命
に
あ
る
と
す

る
研
究
が
あ
る
。

（
（
）�

黛
弘
道
「
三
種
の
神
器
に
つ
い
て
」（
井
上
光
貞
博
士
還
暦
記
念
会
編
『
古
代
史

論
叢
』
上
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
、
後
、
同
『
律
令
国
家
成
立
史
の
研
究
』、

吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
に
再
録
）
は
、
唐
令
と
の
検
討
か
ら
「
公
式
令
」
の
「
天

子
神
璽
」
に
は
鏡
・
剣
を
含
ま
な
い
と
し
、
ま
た
「
公
式
令
」
に
寸
法
の
規
定
が

見
え
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
印
章
で
は
な
く
勾
玉
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
。

（
7
）�

陽
成
天
皇
か
ら
光
孝
天
皇
へ
の
譲
位
記
事
に
は
、
他
に
「
神
璽
宝
剣
鏡
」・「
天
子

璽
綬
」・「
天
子
神
璽
宝
鏡
剣
」
な
ど
と
あ
り
、
天
子
神
璽
と
は
別
に
鏡
が
記
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、「
神
璽
宝
剣
鏡
等
依
レ
例
相
従
。
駅
鈴
伝
符
内
印
管
鑰
等
留
二

-

表
４
【
神
璽
奉
献
の
変
遷
に
関
す
る
年
表
】

天
皇

事
項

典
拠

持
統

忌
部
宿
禰
色
夫
知
が
神
璽
の
剣
・
鏡
を
皇
后
（
＝
持
統
）

に
奉
上
。

書
紀

文
武

践
祚
の
日
に
忌
部
が
神
璽
の
鏡
・
剣
を
た
て
ま
つ
る
こ
と

が
規
定
さ
れ
る
。

神
祇
令

孝
謙
～
称
徳

こ
の
頃
か
ら
、
忌
部
の
神
璽
奉
献
の
儀
が
大
嘗
祭
の
辰
日

行
事
で
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
。

平
城

桓
武
天
皇
崩
御
後
す
ぐ
に
、
璽
・
剣
櫃
が
東
宮
（
＝
平
城
）

に
奉
ら
れ
る
。

後
紀

仁
明

こ
の
頃
か
ら
、
忌
部
の
神
璽
奉
献
儀
が
大
嘗
祭
の
辰
日
行

事
で
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
か
。

北
山
抄

文
徳

諒
闇
践
祚
。
天
子
神
璽
・
宝
剣
・
符
節
・
鈴
・
印
が
皇
太

子
（
＝
文
徳
）
に
奉
献
さ
れ
る
。

文
実

陽
成

譲
位
践
祚
。
皇
太
子
（
＝
陽
成
）
が
天
子
神
璽
・
宝
剣
を

受
け
る
。

三
実

光
孝

譲
位
践
祚
。
親
王
・
公
卿
が
天
子
璽
綬
・
神
鏡
・
宝
剣
を

奉
る
。

三
実

宇
多

諒
闇
践
祚
。
太
政
大
臣
が
公
卿
を
率
い
て
、
天
子
神
璽
・

宝
剣
を
皇
太
子
に
奉
る
。

紀
略
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置
承
明
門
内
東
廊
一。」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
の
譲
位
践
祚
の
儀
に
修
正
・
変
更

が
行
な
わ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

（
8
）�

内
田
順
子
「「
譲
国
儀
」
の
検
討
―
九
世
紀
の
王
位
就
任
儀
礼
の
検
討
―
」（
岡
田

精
司
編
『
古
代
祭
祀
の
歴
史
と
文
学
』、
塙
書
房
、
一
九
九
七
）
は
、「
譲
国
儀
」

が
神
祇
祭
祀
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
、
天
長
年
間
に
「
譲
国
儀
」
が
成

立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
即
位
儀
礼
に
お
け
る
神
祇
祭
祀
的
性
格
が
後
退
す
る
こ

と
に
つ
な
が
っ
た
と
す
る
。

（
9
）�

井
上
、
註
１
。

（
（0
）�『
日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
五
年
十
一
月
戊
辰
条
。

（
（（
）�

高
森
明
勅
「
中
臣
氏
の
天
神
之
寿
詞
奏
上
と
忌
部
氏
の
神
璽
之
鏡
剣
奉
上
に
つ
い

て
―
そ
の
変
遷
を
め
ぐ
つ
て
―
」（『
神
道
學
』
一
四
二
、一
九
八
九
）
は
、「
持
統

天
皇
代
以
降
、
即
位
儀
に
は
寿
詞
奏
上
・
鏡
剣
奉
上
両
儀
が
、
大
嘗
祭
に
は
も
つ

ぱ
ら
寿
詞
奏
上
儀
が
、
そ
れ
ぞ
れ
行
は
れ
て
ゐ
た
と
考
へ
る
の
が
、
至
当
で
あ
る
」

と
す
る
。

（
（（
）�

大
嘗
祭
辰
日
行
事
で
読
ま
れ
た
天
神
寿
詞
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
重
胤
『
中
臣
寿
詞

講
義
』、
西
田
長
男
「
中
臣
寿
詞
攷
」（『
神
道
史
の
研
究
』、
第
二
理
想
社
、

一
九
五
七
）、
松
前
健
「
中
臣
寿
詞
の
成
立
」（『
悠
久
』
四
二
、一
九
九
〇
）、
粕

谷
興
紀
「
天
つ
水
の
神
話
」（『
続
大
嘗
祭
の
研
究
』、
皇
学
館
大
学
出
版
、

一
九
八
九
）、
同
「
中
臣
寿
詞
の
主
旨
に
つ
い
て
」（『
悠
久
』
四
二
、

一
九
九
〇
）、
金
子
善
光
「〈
天
つ
水
〉
考
」（『
國
學
院
雜
誌
』
九
一-

七
、

一
九
九
〇
）、
同
「
中
臣
寿
詞
論
」（『
神
道
宗
教
』
一
四
〇
・
一
四
一
、一
九
九
〇
）

な
ど
参
照
。

（
（（
）�

井
上
、
註
１
。

（
（（
）�

高
森
、
註
（（
は
、『
古
語
拾
遺
』
が
奏
上
さ
れ
た
当
時
（
大
同
二
年
）
に
鏡
剣
奉

上
が
行
な
わ
れ
て
い
た
如
く
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
跡
記
（
延
暦
十
～
十
二
年

成
立
か
）
に
鏡
剣
奉
上
が
大
嘗
祭
の
み
に
行
な
わ
れ
る
と
す
る
記
述
と
、
時
期
的

に
矛
盾
す
る
と
し
、
両
者
の
検
討
か
ら
「
桓
武
天
皇
代
即
位
儀
の
際
に
は
、
既
に

停
廃
さ
れ
て
ゐ
た
」
と
指
摘
す
る
。

（
（（
）�

拙
稿
「
皇
位
継
承
に
お
け
る
三
種
の
神
器
」（「『
悠
久
』
一
五
七
、二
〇
一
九
）。

（
（（
）�

三
種
の
神
器
に
つ
い
て
は
、
賀
茂
真
淵
『
延
喜
式
祝
詞
考
』、
本
居
宣
長
『
古
事

記
伝
』、
栗
田
寛
「
神
器
考
証
」（『
新
註
皇
学
叢
書
』、
一
八
九
八
）、
伴
信
友
「
神

璽
三
弁
」（『
伴
信
友
全
集
』
二
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
〇
七
）、
吉
田
研
司
「
熱

田
社
と
草
薙
剣
か
ら
み
た
三
種
の
神
器
成
立
の
一
側
面
」（
竹
内
理
三
先
生
喜
寿

記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
律
令
制
と
古
代
社
会
』、
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
六
）、

岡
田
精
司
「
草
薙
剣
の
伝
承
を
め
ぐ
っ
て
」（
桜
井
徳
太
郎
編
『
日
本
社
会
の
変

革
と
再
生
』、
弘
文
堂
、
一
九
八
八
、
後
、
同
『
古
代
祭
祀
の
史
的
研
究
』、
塙
書

房
、
一
九
九
二
に
再
録
）
松
前
健
「
草
薙
剣
―
そ
の
神
話
伝
承
と
史
実
―
」（『
日

本
武
尊
論
』、
桜
楓
社
、
一
九
八
九
、
後
、
松
前
健
著
作
集
六
『
王
権
祭
祀
論
』、

お
う
ふ
う
、
一
九
九
八
に
再
録
）、
同
「
三
種
の
神
器
論
」（『
日
本
神
話
と
古
代

信
仰
』、
大
和
書
房
、
一
九
九
二
、
後
、
松
前
健
著
作
集
六
『
王
権
祭
祀
論
』、
お

う
ふ
う
、
一
九
九
八
に
再
録
）
な
ど
参
照
。

（
（7
）�

本
体
が
天
皇
の
近
く
に
奉
安
さ
れ
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
註
（（
。

（
（8
）�

黛
、
註
６
は
、
玉
の
奉
献
は
、
践
祚
式
に
先
だ
っ
て
宮
中
で
行
わ
れ
る
皇
室
の
私

的
な
行
事
で
あ
り
、
こ
の
奉
献
儀
礼
に
は
後
宮
の
女
官
で
あ
る
蔵
司
の
尚
蔵
（
も

し
く
は
典
蔵
）
が
か
か
わ
っ
て
い
た
と
し
、
こ
の
二
つ
の
理
由
に
よ
っ
て
公
的
な

記
録
に
残
ら
な
か
っ
た
と
す
る
。

（
（9
）�

高
森
明
勅
「
神
器
相
承
と
昇
壇
即
位
―
古
代
皇
位
継
承
儀
礼
に
お
け
る
連
続
性
と

非
連
続
性
―
」（『
神
道
宗
教
』
一
五
五
、一
九
九
四
）
は
、「
大
化
前
代
の
神
器
相

承
は
、
群
臣
の
皇
位
継
承
へ
の
統
一
意
志
を
表
示
す
る
意
義
を
持
ち
、
そ
れ
自
体

が
皇
位
継
承
を
決
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
し
、
昇
壇
即
位
が
皇
位
継
承

を
決
定
し
た
と
指
摘
す
る
。

（
（0
）�
加
茂
正
典
「
大
嘗
祭
〝
辰
日
前
段
行
事
〟
考
」（『
文
化
史
学
』
三
九
、一
九
八
三
、

後
、『
天
皇
代
替
り
儀
式
の
歴
史
的
展
開
』、
柏
書
房
、
一
九
八
九
に
再
録
）。

（
（（
）�

井
上
、
註
１
は
、
剣
璽
渡
御
儀
礼
の
制
度
的
成
立
を
桓
武
朝
と
捉
え
、
そ
の
理
由
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を
光
仁
・
桓
武
朝
に
お
け
る
皇
位
継
承
時
の
政
治
的
不
安
を
挙
げ
る
。

（
（（
）�
加
茂
正
典
「
剣
璽
渡
御
儀
礼
の
成
立
に
つ
い
て
の
一
試
論
」（『
日
本
古
代
即
位
儀

礼
史
の
研
究
』、
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
二
）。

（
（（
）�

加
茂
氏
に
対
し
て
、
柳
沼
千
枝
「
践
祚
の
成
立
と
そ
の
意
義
」（『
日
本
史
研
究
』

三
六
三
、一
九
九
二
）
は
、「
寿
詞
・
鏡
剣
奉
上
の
大
嘗
祭
へ
の
移
動
時
期
を
桓
武

朝
と
す
る
点
、
ま
た
同
義
が
伝
統
的
行
事
と
し
て
保
存
さ
れ
た
と
す
る
点
は
加
茂

説
に
賛
同
す
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
「
践
祚
と
い
う
新
た
な
レ
ガ
リ
ア
継

承
儀
式
の
創
出
に
よ
っ
て
、
初
め
て
可
能
に
な
っ
た
」
と
し
て
お
り
、
両
者
は
、

寿
詞
・
鏡
剣
奉
上
の
移
動
と
践
祚
成
立
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
意
見
を
異
に
し
て

い
る
。

（
（（
）�『
続
日
本
紀
』
霊
亀
元
年
九
月
庚
辰
）
条
、『
同
』
神
亀
四
年
十
一
月
己
亥
条
、『
同
』

宝
亀
三
年
四
月
丁
巳
条
。

（
（（
）�

井
上
、
註
１
。

（
（（
）�

柳
沼
、
註
（（
は
、
神
器
（
神
的
権
威
）
と
重
器
（
現
実
の
政
治
権
力
）
が
相
俟
っ

て
初
め
て
名
実
と
も
に
天
皇
と
な
る
と
す
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
尚
更
、
奪
取
の
必

要
性
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
（7
）�

神
仏
隔
離
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
眞
人
「
平
安
時
代
宮
廷
の
神
仏
隔
離
―
『
貞
観
式
』

の
仏
法
忌
避
規
定
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
二
十
二
社
研
究
会
編
『
平
安
時
代
の
神
社

と
祭
祀
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
六
）
参
照
。

（
（8
）�

事
件
の
概
要
は
、『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
三
年
九
月
己
丑
条
、『
同
』
宝
亀
三
年

四
月
丁
巳
条
、『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
八
年
二
月
乙
未
条
な
ど
に
載
せ
る
。

（
（9
）�

上
皇
と
天
皇
の
対
立
は
、
平
安
初
期
の
平
城
上
皇
と
嵯
峨
天
皇
と
の
間
に
も
見
ら

れ
、
内
田
、
註
8
は
嵯
峨
天
皇
に
よ
る
譲
位
儀
が
「
譲
国
儀
」
の
モ
デ
ル
に
な
っ

た
と
す
る
。
ま
た
久
禮
、
註
４
は
、
譲
位
宣
命
、
神
器
・
鈴
印
の
授
与
は
七
・
八

世
紀
に
行
な
わ
れ
て
お
り
、
太
上
天
皇
の
内
裏
か
ら
の
退
出
を
以
て
「
譲
国
儀
」

が
成
立
し
、
淳
和
天
皇
譲
位
の
際
に
儀
式
化
し
た
と
す
る
。

（
（0
）�

宮
地
、
註
（
は
、
鏡
・
剣
が
「
神
霊
の
宿
る
霊
物
と
せ
ら
れ
、
専
ら
神
と
し
て
崇

拝
せ
ら
れ
る
に
至
つ
た
」
と
し
、『
本
朝
世
紀
』
天
慶
元
年
の
記
事
か
ら
、
内
侍

所
神
鏡
奉
斎
の
創
始
を
十
世
紀
前
半
と
推
定
し
た
。こ
れ
に
対
し
、渡
部
眞
弓「
神

鏡
奉
斎
考
」（『
神
道
史
研
究
』
三
八-

二
、一
九
九
〇
）
は
、
宇
多
朝
に
内
侍
所
奉

斎
体
制
が
確
立
し
て
い
た
と
す
る
。


